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清
水
み
な
子
議
員
（
日
本
共
産
党
）

　

市
税
の
滞
納
に
関
し
て
寄
せ

ら
れ
る
相
談
に
は
、
支
払
い
た

い
が
追
い
つ
か
な
い
と
い
う
も

の
も
あ
る
。
実
情
も
聞
か
ず
に

無
理
な
差
押
を
し
て
い
な
い
か
、

財
産
調
査
に
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の

侵
害
は
な
い
の
か
、
疑
問
が
残

る
。
滞
納
整
理
や
納
税
相
談
に

関
す
る
市
の
考
え
方
を
問
う
。

答　

自
主
的
に
納
税
す
る
意
思

無
理
な
差
押 

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
な
い
か

相
談
等
で
丁
寧
な
接
遇 

今
後
も
指
導
す
る

市税納付と滞納処分

が
あ
る
か
を
確
認
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
日
曜
及
び
水
曜
夜

間
に
納
税
相
談
を
実
施
す
る
と

共
に
、
差
押
以
前
に
催
告
文
書

を
送
付
し
て
お
り
、
無
理
な
差

押
は
し
て
い
な
い
。
徴
税
吏
員

に
は
厳
し
い
守
秘
義
務
が
課
せ

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
財
産
調

査
は
必
要
な
範
囲
で
実
施
し
て

い
る
。
今
後
も
納
税
者
の
実
情

に
応
じ
て
丁
寧
に
対
応
す
る
。

三
浦
一
成
議
員
（
維
新
の
党
・
花
の
会
）

　

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
つ

い
て
は
、
他
の
自
治
体
で
も
民

間
の
類
似
４
業
種
と
比
べ
、
そ

の
水
準
は
高
く
な
っ
て
い
る
が
、

本
市
は
近
隣
自
治
体
や
人
口
が

同
規
模
の
自
治
体
と
比
べ
て
も

高
額
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
要

因
が
あ
る
の
か
。
ま
た
、
適
正

化
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
問
う
。

答　

技
能
労
務
職
員
の
水
準
が

本
市
は
高
い
水
準 

適
正
化
の
取
り
組
み
は

26 
年
度
に
人
事
給
与
制
度
改
革
を
実
施

技能労務職員の給与

高
い
の
は
、
平
成
11
年
度
以
降

は
採
用
し
て
お
ら
ず
、
平
均
勤

続
年
数
及
び
平
均
年
齢
が
高
い

こ
と
等
が
考
え
ら
れ
る
。ま
た
、

適
正
化
に
つ
い
て
は
、
技
能
労

務
職
員
を
含
む
職
員
全
体
に
つ

き
、
国
の
制
度
を
基
本
と
し
た

も
の
に
改
め
る
人
事
給
与
制
度

改
革
を
26
年
度
に
実
施
し
て
お

り
、
今
後
確
実
に
適
正
な
水
準

と
な
る
も
の
と
見
込
ん
で
い
る
。

金
子
貞
作
議
員
（
日
本
共
産
党
）

　

平
成
26
年
度
、
船
橋
市
、
市

川
市
、浦
安
市
の
３
市
議
会
で
、

京
葉
地
域
へ
の
裁
判
所
支
部
設

置
を
求
め
る
国
へ
の
意
見
書
案

が
可
決
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
本

市
が
中
心
と
な
っ
て
支
部
設
置

を
国
に
強
く
働
き
か
け
て
い
く

べ
き
と
考
え
る
が
、
市
は
今
後

ど
う
対
応
し
て
い
く
の
か
。

答　

本
市
と
し
て
も
、
裁
判
所

３
市
で
意
見
書
案
可
決 

今
後
の
対
応
は

関
係
団
体
と
連
携
し
て
取
り
組
み
た
い

裁判所支部の設置

が
市
民
に
と
っ
て
利
用
し
や
す

く
な
る
よ
う
整
備
を
促
す
た
め
、

今
後
も
、
３
市
及
び
弁
護
士
会

等
の
関
係
団
体
と
も
連
携
を
密

に
と
り
つ
つ
、
国
へ
の
要
望
書

の
提
出
を
最
優
先
に
し
て
、
支

部
設
置
に
向
け
て
取
り
組
ん
で

い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
同

時
に
、
支
部
用
地
の
確
保
等
に

つ
い
て
も
、
引
き
続
き
調
査
、

検
討
を
し
て
い
き
た
い
。

中
村
よ
し
お
議
員（
公
明
党
）

　

先
般
、
渋
谷
区
で
同
性
カ
ッ

プ
ル
に
対
し
結
婚
相
当
の
環
境

を
認
め
る
全
国
初
の
条
例
が
施

行
さ
れ
た
。
本
市
で
も
、
市
民

が
性
的
少
数
者
に
つ
い
て
正
し

く
理
解
し
、
権
利
保
障
を
進
め

る
活
動
が
必
要
と
考
え
る
。
市

は
性
的
少
数
者
に
対
す
る
今
後

の
支
援
を
ど
う
考
え
て
い
る
か
。

答　

性
的
少
数
者
へ
の
支
援
と

今
後
の
支
援
に
つ
き
市
の
考
え
方
は

啓
発
活
動
等
で
理
解
度
向
上
を
図
り
た
い

性的少数者支援

し
て
は
、
ま
ず
は
人
権
相
談
の

活
用
を
通
じ
て
対
策
を
講
じ
た

い
。
ま
た
、
市
民
・
職
員
に
は
、

啓
発
活
動
や
研
修
等
に
よ
り
理

解
度
の
向
上
を
図
り
た
い
。
性

的
少
数
者
を
め
ぐ
る
課
題
に
対

し
て
は
、
多
様
な
性
の
あ
り
方

へ
の
理
解
を
深
め
、
偏
見
や
差

別
意
識
を
な
く
す
こ
と
が
ま
ず

必
要
で
あ
り
、
今
後
も
有
効
な

支
援
策
を
研
究
し
て
い
き
た
い
。

太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
（
第
四
中
学
校
）

市
川
簡
易
裁
判
所

長
友
正
徳
議
員
（
無
所
属
の
会
）

　

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電

事
業
は
、
地
球
温
暖
化
の
抑
制

や
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
給
率
向
上
の

た
め
に
も
振
興
す
べ
き
で
あ
り
、

地
域
の
特
性
や
資
源
を
活
用
し
、

新
た
な
成
長
産
業
の
創
出
を
目

指
し
て
振
興
す
る
こ
と
が
効
果

的
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
避
難

所
に
お
け
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
発
電
シ
ス
テ
ム
の
整
備
に

関
す
る
市
の
取
り
組
み
を
問
う
。

答　

市
は
、
災
害
時
に
防
災
拠

点
と
な
る
学
校
へ
の
太
陽
光
発

電
設
備
の
導
入
を
進
め
て
お
り
、

平
成
26
年
度
末
時
点
で
小
・
中

計
21
校
に
設
置
し
、
総
発
電
能

力
は
、
約
１
５
４
kW
で
あ
る
。

ま
た
、
26
年
度
は
保
健
医
療
福

祉
セ
ン
タ
ー
に
設
備
を
導
入
し

た
。
今
後
も
各
避
難
所
の
実
態

等
を
勘
案
し
導
入
に
努
め
る
。

再生可能エネルギー発電
避難所へのシステム整備 取り組みは

小中21校に設置 今後も導入に努める

高
谷
中
学
校
東
側
の
水
路

環 境 行 政

行 政

松
永
修
巳
議
員
（
創
生
市
川
）

　

高
谷
中
学
校
の
東
門
に
沿
っ

た
小
川
は
、
周
辺
の
土
地
開
発

で
消
滅
の
危
機
に
直
面
し
て
い

る
。
残
さ
れ
た
数
少
な
い
自
然

環
境
保
全
の
た
め
、
抜
本
的
な

方
策
は
考
え
ら
れ
な
い
か
。
ま

た
、
学
校
敷
地
東
側
に
接
し
た

排
水
路
は
、
約
10
年
前
に
松
板

等
の
板
柵
土
留
め
が
行
わ
れ
た

が
、
現
在
は
腐
食
が
進
み
危
険

地
域
資
源
を
活
か
し
た
方
策
を
検
討

高谷中東側の環境

で
あ
る
。改
修
の
考
え
を
問
う
。

答　

小
川
の
再
生
に
つ
い
て
は
、

草
刈
り
や
浚し

ゅ
ん
せ
つ渫

等
の
維
持
管
理

を
行
う
と
共
に
、
地
域
資
源
を

活
か
し
た
水
辺
環
境
の
保
全
・

創
出
に
つ
き
関
係
部
署
と
連
携

の
下
、
検
討
を
進
め
た
い
。
ま

た
、
排
水
路
は
、
定
期
的
に
現

場
確
認
を
行
い
、
破
損
箇
所
等

は
発
見
次
第
修
繕
す
る
等
、
適

正
な
管
理
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

自
然
環
境
保
全
の
抜
本
的
な
考
え
は

片
岡
き
ょ
う
こ
議
員
（
維
新
の
党
・
花
の
会
）

　

東
京
電
力
（
東
電
）
福
島
第

一
原
発
事
故
で
は
、
東
日
本
一

帯
に
大
量
の
放
射
性
物
質
が
飛

散
し
、
本
市
も
放
射
線
量
低
減

対
策
を
行
っ
た
。
こ
れ
に
要
し

た
費
用
の
う
ち
、
国
・
県
の
交

付
金
等
及
び
東
電
か
ら
受
け
た

賠
償
金
の
割
合
は
ど
の
程
度
か
。

ま
た
、
東
電
の
未
賠
償
分
の
額

と
今
後
の
請
求
に
つ
い
て
問
う
。

東
電
の
未
賠
償
分 

今
後
ど
う
対
応
す
る

和
解
仲
介
申
し
立
て
も
視
野
に
進
め
る

放射線量低減対策の求償

答　

市
が
放
射
線
量
の
低
減
対

策
に
要
し
た
費
用
約
３
億
円
の

う
ち
国
・
県
の
交
付
税
等
約
４

９
０
０
万
円
と
東
電
の
賠
償
額

約
１
億
４
２
０
０
万
円
を
合
わ

せ
た
割
合
は
約
６
割
で
あ
る
。

賠
償
基
準
の
未
策
定
項
目
等
、

約
１
億
１
０
０
０
万
円
は
、
原

子
力
損
害
賠
償
紛
争
解
決
セ
ン

タ
ー
へ
の
和
解
仲
介
の
申
し
立

て
も
視
野
に
進
め
て
い
き
た
い
。


